
　        本物件は、持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に

　        関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

入 札 の 御 案 内

茨城森林管理署入札室

Ｔ Ｅ Ｌ ０ ５ ０ （ ３ １ ６ ０ ） ６ ０ ０ ５

令和８年度　　第１回　　副産物（工事支障木）

〒 310-0852 水戸市笠原町９７８－７
茨城森林管理署

資格付一般競争入札

令和８年５月２０日（水）　　９時３０分入札開始



 

 

公  売  公  告 

 

令和８年５月８日 

分任契約担当官 

茨城森林管理署長 三重野 裕通 

 

 下記のとおり副産物（工事支障木）の一般競争入札を実施します。販売物件明細書及び

国有林野事業林産物売買契約約款を参照し現物熟覧のうえ、国有林野の産物売払規程（昭

和２５年５月１７日農林省告示第１３２号）及び関東森林管理局署等競争契約入札心得を

厳守し入札して下さい。 

 

記 

 １ 入札及び開札の日時 

令和８年５月２０日（水） 

入札開始 ９時３０分（※受付開始９時１５分、受付締切９時３０分）   

※１号物件から順次、締切り、改札を実施します。 

       

 ２ 入札及び開札の場所   

茨城森林管理署 入札室 

 

 ３ 郵便入札 

認めます。 

（１）送付場所 〒３１０－０８５２ 

茨城県水戸市笠原町９７８－７ 茨城森林管理署 

（２）到着期限 ５月１９日（火） １７時００分必着。 

＊上記の期限以後、到着したものは、無効とします。 

（３）その他留意事項 

物件番号毎に内封筒（物件番号記載）に入札書を入れ、外封筒には｢副産物公売

入札書在中｣と朱書し、書留または配達証明でお送り下さい。 

 なお入札書の日付は、入札日当日として下さい。 

 

 ４ 入札物件 

次の事項については、別添｢販売物件明細書｣のとおりです。 

ア 売払番号 

イ 物件所在地 



ウ 産物の種類及び数量 

エ 搬出期間 

 

 ５ 入札参加者の資格 

 令和７年度から令和１１年度の林産物の売払いに係る「一般競争参加資格確認通知

書（林産物の売払）」の交付を各森林管理局長より受けている者に限ります。 

但し、次の事項に該当する者は参加することが出来ません。 

（１）予算決算及び会計令第７０条に該当する者。 

（２）予算決算及び会計令第７１条に該当する者。 

（３）開札の日に、関東森林管理局長から一般競争参加資格を停止されている者。 

 

 ６ 入札保証金 

免除します。 

但し、落札者が契約を結ばないときは、入札金額の１００分の５に相当する違約金

を徴収します。なおこの場合、競争参加資格の取り消し、又は付与しないことがあり

ます。 

   

 ７ 契約保証金    

免除します。 

   

 ８ 入札金額及び消費税  

（１）入札金額は消費税抜きの金額を記入して下さい。誤って消費税を加算した金額

を記入した場合でも入札は有効とし、入札後には誤りの訂正及び取消は認めない

ので注意願います。 

（２）入札書に記載された金額に消費税相当額１０％を加算した金額（円未満の端数

切捨て）をもって落札金額及び契約金額とします。 

なお、契約締結以後、当該契約において特に契約書等で金額が明示されている

ものを除き、当該契約に係る違約金、延滞金、率で表わされるものについては、

全て消費税額が加算された総契約額が対象となります。 

 

  ９ 入札における留意事項  

（１）代理人の入札への参加 

ア 委任状の提出 

競争参加有資格者本人が入札当日出席せず代理人が入札に参加する場合は、

「委任状」（別紙１－１）の提出が必要となり、委任状の提出のない者は入札に

参加することはできません。 

なお、年間を通じて代理人に委任する場合は、当該年度を有効とする「委任

状」（別紙１－２）を提出すれば、入札の都度委任状を提出する必要はありませ



ん。 

イ 入札書 

「入札書」（別紙２）のとおり、入札者の住所、商号又は名称、代表者氏名を記

入するとともに代理人氏名の記入が必要となります。 

なお、この場合には入札者の代表者印は不要です。 

（２）無効の入札 

次の各号の一に該当する入札は無効とします。 

ア 競争に参加する資格を有しない者のした入札 

イ 委任状を持参しない代理人のした入札 

ウ 所定の入札保証金の納付又は入札保証金に代わる担保の提供をしない者

のした入札 

エ 記名を欠く入札 

オ 金額を訂正した入札 

カ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札 

キ 明らかに談合によると認められる入札 

ク 同一事項の入札について同一人が２通以上なした入札又は入札者若しく

はその代理人が他の入札者の代理をした入札 

ケ 入札時刻に遅れてした入札 

コ 暴力団排除に関する誓約事項（別紙３）について、虚偽又はこれに反する

行為が認められた入札 

サ その他入札に関する条件に違反した入札 

（３）落札者の決定 

ア 開札は、指定した場所及び日時に、入札者の面前で行い、予定価格以上で最高

の価格を持って入札した者を落札者とします。ただし、落札となるべき入札をし

た者が２名以上のときは、直ちに｢くじ｣で落札者を決定します。 

イ 落札宣言後は、錯誤等を理由に入札無効の申し出があっても、受理しません。

また、どのような事由があっても落札を無効にすることはできません。 

 

１０ 契約の成立及び締結期限 

（１）契約の締結は、契約書の作成を必要とし、双方記名押印した時に成立とします。 

（２）契約の締結期限は令和８年５月２７日（水）までとします。 

 

１１ 代金の納付期限   

代金の納付期限は、契約締結日から起算して２０日以内とします。 

   

１２ 代金の延納  

（１）１件の売払契約代金が６０万円以上の物件において、国の所有に属する物品の 

売払代金の納付に関する法律（昭和２４年法律第１７６号）の定めるところによ    



り認めます。年利については関東森林管理局ホームページにてご確認ください。 

  https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/ennou.html 

延納利息代金の計算方法は以下のとおりです。  

延納利息代金＝（契約代金×延納期間×延納利率）÷３６５日 

ただし、分収林契約者の持分に係る代金については、延納は認めません。 

（２）延納担保の提供期限は契約締結日から起算して２０日以内とします。 

（３）延納期限は、６ヶ月以内とします。 

 

 １３ 物件の引渡   

（１）物件の引渡期限は、国有林野の産物売払規程第３４条第１項及び国有林野事業

林産物売買契約約款第７条第１項に基づき、代金の全部又は代金延納担保の提供

があった日から１５日以内とします。 

（２）物件の引渡は、買受人立会による引渡しをしないことについての買受人の同意

を得られる場合には、国有林野の産物売払規程第３４条第３項第２号及び国有林

野事業林産物売買契約約款第７条３項に基づき、みなし引渡を特約することも可

能です。この場合、代金の全部の納入のあったとき、または代金延納担保の提供

があった時に引渡しがあったものとみなします。金融機関の発行する領収書等を

茨城森林管理署へ必ず提示してから搬出して下さい。 

（３）引渡を受けた時は、国有林野の産物売払規程第３５条に基づき、引渡領収書を

茨城森林管理署長に提出して下さい。 

 

１４ 搬出期間 

搬出期間は販売物件明細書のとおりとします。 

 

１５ 各規程等の閲覧場所 

（１）販売物件明細書、契約書案 

ア 販売物件明細書：茨城森林管理署又は茨城森林管理署ホームページで閲覧して

下さい。 

イ 契約書（案）：茨城森林管理署又は（２）に案内する関東森林管理局ホームペ

ージにて閲覧できます。 

茨城森林管理署のホームページアドレス 

https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/ibaraki/index.html 

（２）各規程等 

ア 国有林野事業林産物売買契約約款 

イ 国有林野の産物売払規程 

ウ 関東森林管理局署等競争契約入札心得 

エ 各種様式（別紙１：委任状、別紙２：入札書） 

上記ア～エは関東森林管理局のホームページにて閲覧できます。 

https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/ennou.html
https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/ibaraki/index.html


https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/wood/index.html 

ホームページを閲覧できない方は、茨城森林管理署 業務グループ（経営担当）

へお問い合わせ下さい。 

関東森林管理局のホームページアドレス  

https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/welcome/index.html 

 

１６ その他留意事項 

（１）入札参加者は、入札書の提出をもって「暴力団排除に関する誓約事項」（別紙

３）に同意したものとします。 

（２）本物件は、売買契約書において「持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たっ

て森林に関する法令に照らし手続きが適正になされた森林の立木である」ことを

証明します。なお、この記載内容をもって木質バイオマス証明となります。 

（３）発電用バイオマス証明に関しては、買受人自らが本売買契約書の写しを添付し、

任意様式により証明して下さい。 

（４）適格請求書（インボイス）の交付について 

ア 国は適格請求書発行事業者です。 

イ 売買契約書に登録番号等の必要事項を記載しますので、納入告知書とあわせて

適格請求書（インボイス）の交付とします。 

詳細については下記ページをご覧ください。 

https://www.rinya.maff.go.jp/j/kokuyu_rinya/kokuyuurinya_invoice.html 

１７ お問い合わせ 

    不明の点は、下記までお問い合わせ下さい。 

 

    〈問合せ先〉 

      茨城森林管理署業務グループ（経営担当） 

     電話番号 ０５０－３１６０－６００５  

                                                                                

 お知らせ 

  農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程

（平成１９年農林水産省訓令第２２号）が制定されました。この規程に基づき、第三

者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱

紀保持対策を実施しています。 

 詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧くださ

い。 

 http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/koukihoji/index.html 

 

https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/wood/index.html
https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/welcome/index.html
https://www.rinya.maff.go.jp/j/kokuyu_rinya/kokuyuurinya_invoice.html
http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/koukihoji/index.html


別紙１－１ 

 

委  任  状 

 

 

 

                                 

              代理人氏名 

 

 

  上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。 

 

                   記 

 

  １ 入札年月日         年   月   日 

 

  ２ 件  名 

 

  ３ 入札に関する一切の件 

 

         年   月   日 

 

                 住   所 

 

                 商号又は名称         

                 代表者氏名 

 

         担当官 

           長 

                       殿 

 

 

※ 本様式は標準例を示したものであり、上記事項が記載された適宜の様式を使用して 

も差し支えない。 



別紙１－２ 

 

委  任  状 

 

私は、都合により      を代理人と定め、下記の権限を委任します。 

 

委 任 事 項 

 

 １ 資格付一般競争入札に関する一切の件 

              

 ２ 委任期間 

 

   令和  年  月  日から令和  年  月  日 

 

 

   

     年   月   日 

 

分任契約担当官 

   茨城森林管理署長 殿 

 

                 住   所 

 

                 商号又は名称         

                 代表者氏名 

 

      

 

 

※ 本様式は標準例を示したものであり、上記事項が記載された適宜の様式を使用して 

も差し支えない。 



別紙２

第　　　　　番札

入札番号　　第　　　　　号

億 千万 百万 十万 万 千 百 十 円

令和　　　　年　　　　　月　　　　　　日　　

分任契約担当官

茨城森林管理署長　殿

（入札者）

住　所

代表者氏名

（代理人）
氏　名

（注意事項）
1 金額は、円単位とし、アラビア数字を持って明記すること。
2

ただし、上記金額は消費税相当額を除いた金額であるので、契約
額は上記金額に消費税相当額を加算した金額となること及び関東
森林管理局署等競争契約入札心得を承知のうえ、入札します。

入　　札　　書

商号又は名称

代理人による入札の場合は、「住所」、「商号又は名称」及び代理人の「記名」
を記入すること。



別紙３ 

                                                                        

 

暴力団排除に関する誓約事項 

   

当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、下記１及び２のいずれにも該

当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。 

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとな

っても、異議は一切申し立てません。 

また、貴署の求めに応じ、当方の役員名簿（有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価

証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表）を警察に提供す

ることについて同意します。 

   

記 

   

１ 契約の相手方として不適当な者 

（１）法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法

人である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）

の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者

をいう。以下同じ。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（平成３年法律第 77 号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は

暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき 

（２）役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損

害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき 

（３）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与する

など直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると

き 

（４）役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するな

どしているとき 

（５）役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき 

 

２ 契約の相手方として不適当な行為をする者 

（１）暴力的な要求行為を行う者 

（２）法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者 

（３）取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 

（４）偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者 

（５）その他前各号に準ずる行為を行う者 

 

   上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。 



別紙４ 

                                                                 

特約事項（副産物公売）               

（運搬・引渡） 

 

１ 買受人は運搬作業の際には、以下の項目を遵守すること。 

(１) 石標、コンクリート標等の官民境界標識は、国有林と民有地との境界を示す大切

なものであり、搬出にあたっては、毀損、亡失、抜去等のないよう十分配慮する

こと。万一、毀損等があった場合は、買受人の責任に於いて復元等を行うこと。 

(２) 公道利用における申請については、買受人において所定の手続きを行うこと。ま

た、生活道路の通行にあたっては、当該道路を使用する近隣住民への支障がない

よう配慮すること。私道等を使用し、必要がある場合は、敷鉄板等で路面を保護

する等、買受人の責任において保全に努めること。なお、それに伴う道路占有許

可等も買受人が行うこと。また、搬出等の作業の影響で道路の補修が必要である

と確認された場合は、買受人が責任をもって対処すること。 

(３) 物件の搬出について、運搬する車両等が、運搬区間を通行できるか現地確認のう

え、入札に参加すること。 

(４) 物件の確認及び搬出について、株式会社 常陽砕石の敷地を一部区間通行すること

から、事前に管轄の森林事務所に連絡のうえ、専用の鍵の引き取りを行うこと。 

(５) 物件の搬出完了後は、管轄の森林事務所に連絡し、現地について指示があった場

合は従うこと。 

 

２ 物件の引渡について 

(１) 買受人立会による引渡しを行わない。 

(２) 売払産物は、代金の全部の納入があった時又は代金延納担保の提供があった時に

引渡しがあったものとみなす。 

 



57 12.050

公　売　物　件　一　覧　表

入
札
番
号

産地 物  件  所  在  地 材　種
管轄

担当区

8-1 治山事業による工事支障木

2.0

4.0

13.383計

材積
（㎥）

本数
（本）

備考長　級（ｍ）

1 日立 鹿ノ子作
茨城県日立市助川町

助川山国有林
1226イ

低質材N 

66

1.3339

集積番号

数       量



１　番　札
落
否氏　名 金　　額 氏　名 金　　額 氏　名 金　　額

1

２　番　札
入札
番号

入 札
枚 数

３　番　札



販売物件明細書

材種 長級（ｍ）

2.0

4.0

合計

撮影日：令和8年4月21日

入札番号 物件所在地 本数（本） 材積（㎥）産地 搬出期間 備考

1 鹿ノ子作 国有林

66 13.383

茨城県日立市助川町
助川山国有林1226イ林小

班

9

57

1.333

12.050
低質材Ｎ

管理上、林道の入口に施錠を行っています。本物件の熟覧、買受物件の引取り、及び搬出の際には事前に管轄の森林事務所までご連絡下さい。

※当物件は、工事支障木であるため、土砂が付着している場合があります。

十王森林事務所（十王・日立）　TEL：0294－39－2403

15日
治山事業による工事支障木
伐採時期：令和7年8月頃

集積番号8-1　：　2.0ｍ及び4.0ｍ材



椎名大樹(SHIINADaiki)
楕円

椎名大樹(SHIINADaiki)
テキストボックス
凡例　


　　　：はい積み箇所


椎名大樹(SHIINADaiki)
楕円

椎名大樹(SHIINADaiki)
矢印

椎名大樹(SHIINADaiki)
テキストボックス
※開錠に株式会社 常陽砕石の鍵が必要となります


椎名大樹(SHIINADaiki)
楕円


